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表紙

第75回 定時株主総会

招 集 ご 通 知
開催日時 2023年６月29日（木曜日）

　午前10時（受付開始 午前９時）

開催場所 新潟県上越市南本町一丁目５番５号
株式会社有沢製作所　　本社会議室

郵送またはインターネット等による議決権行使期限

証券コード 5208

2023年６月28日（水曜日）午後５時まで

目 次
招集ご通知
株主総会参考書類

▪事業報告
▪連結計算書類
▪計算書類
▪監査報告

株主総会会場ご案内図

本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な 
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/5208/
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株主各位

証券コード　5208
2023年６月13日

株 主 各 位
新 潟 県 上 越 市 南 本 町 一 丁 目 ５ 番 ５ 号

代表取締役社長 有 沢 悠 太

【当社ウェブサイト】
https://www.arisawa.co.jp/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/5208/teiji/

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第75回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第75回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリ」「株主総
会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「有沢製作所」又は「コ
ード」に当社証券コード「5208」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）
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株主各位

１．日 時 2023年６月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
２．場 所 新潟県上越市南本町一丁目５番５号

株式会社有沢製作所　　本社会議室
※当日、株主様向けに株主総会の模様をインターネットによりライブ配信いたし

ます。なお、詳細は本招集ご通知とあわせてお送りする「ライブ配信のご案
内」をご参照ください。

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第75期（2022年４月１日から2023年３月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役９名選任の件
第４号議案 補欠監査役２名選任の件

なお、当日ご出席されない場合は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書（郵送）また
はインターネット等により、事前の議決権行使をご検討くださいますようお願い申しあげます。
郵送またはインターネット等によって議決権をご行使いただきます場合の行使期限は、2023年６

月28日（水曜日）午後５時到着または入力分までとなりますので、よろしくお願い申しあげます。
敬　具

記

以　上

－ 2 －
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株主各位

●当日ご出席の際は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。

また、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様１名を代
理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、議決権行使書用紙とともに、代理権を証
明する書面を会場受付にご提出ください。

●株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいま
すようお願い申しあげます。

●会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確
認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求を頂いた株主様に限り、書面でお送り
することとなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に
電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定
に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」
したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監

査人が会計監査報告を、監査役（監査等委員会、監査委員会）が監査報告を作成するに際して
監査をした対象書類の一部であります。

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、
その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

－ 3 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

６ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2023年６月29日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前９時）

2023年６月28日（水曜日）
午後５時までに到着

2023年６月28日（水曜日）
午後５時までに入力完了

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３・４号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

◦ 一部の候補者を
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。※議決権行使書はイメージです。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

●議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものと
してお取り扱いいたします。

●議決権の重複行使について
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等によ
る議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により
複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本
見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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１剰余金処分議案

株主総会参考書類
第１号議案　剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており、既存事業の収益基盤
の維持、拡大、及び新規用途の開発に資金を投じるとともに、積極的な株主還元を実施してまいり
ます。
この方針の下、当期の剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類

金銭といたします。
(2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金90円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は2,985,205,050円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年６月30日といたしたいと存じます。

－ 7 －
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２定款変更（取締役の任期の短縮）議案

現　行　定　款 変　更　案

（任期）
第20条 　取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

２．増員により、または補欠として選任
された取締役の任期は、他の在任取締
役の任期の満了する時までとする。

（任期）
第20条 　取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

２．（現行どおり）

第２号議案　定款一部変更の件
　１．提案の理由

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立する
ため、取締役の任期を２年から１年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）につき
所要の変更を行うものであります。

　２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 8 －
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３取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

あり

有　
さわ

沢　
ゆう

悠　
た

太
(1969年７月25日生)

1992
2002
2003
2007
2009
2010
2011
2014
2015
2017

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

４
２
８
４
４
６
６
６
６
６

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

三菱電機株式会社入社
ＪＰモルガン証券株式会社入社
当社入社
当社製造部統括補佐
当社執行役員
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員
当社代表取締役社長（現任）
当社社長執行役員 最高執行責任者(ＣＯＯ)
当社最高経営責任者（ＣＥＯ）（現任）

111,458株

（取締役候補者とした理由）当社の経営企画、製造及び営業部門を歴任し2014年に代表取締役社長に就任以
来、グローバルな視点に立ち当社グループ全体を俯瞰的に捉えるとともに、企業理念に基づいた中長期の成長
を見据えて事業改革を推進しています。この企業運営経験により培われた豊富な知見・経験と実績に基づき、
リーダーシップを発揮して変革を進める経営者に相応しいと判断しました。取締役会の構成員として、情報の
共有化を図り取締役会の意思決定機能が強化されることが期待されるため、取締役候補者としました。

２

なか

中　
じま

島
 

　　
おさむ

理
(1965年６月５日生)

1989
2011
2013
2014
2015
2015
2016

年
年
年
年
年
年
年

４
５
４
７
10
10
６

月
月
月
月
月
月
月

三井物産株式会社入社
同社機能化学品本部 ｿｰﾗｰﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部室長
同社機能化学品本部 先端材料事業部室長
同社基礎化学品本部 事業開発部室長
当社入社 電子材料営業部統括
当社執行役員 電子材料営業部担当
当社取締役常務執行役員 電子材料事業本部 
本部長 兼 電子材料営業部担当（現任）

31,611株

（取締役候補者とした理由）三井物産株式会社で機能化学品の営業、開発のマネジメントを歴任後、当社に入
社し電子材料事業本部を統括しています。海外勤務を含む豊富な営業経験と開発志向の視点を活かし、当社グ
ループの事業範囲を拡大させた実績は、今後更なる製品販売量の増大及び子会社の企業体質改善において必要
な人材と判断しました。また、豊富な実務経験を踏まえて執行役員等の職務の執行を監督することにより、当
社取締役会の監督機能の実効性確保が期待されるため、取締役候補者としました。

第３号議案　取締役９名選任の件
　本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（９名）が任期満了となりますので、取締役９名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであり、略歴等は2023年６月１日現在の状況であります。

－ 9 －
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３取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

３

ます

増　
だ

田　
たけ

竹　
し

史
(1963年４月３日生)

1990
2003
2008
2010
2011
2015

2016

2021

年
年
年
年
年
年

年

年

10
11
７
10
６
６

６

６

月
月
月
月
月
月

月

月

当社入社
当社業務企画グループ グループリーダー
当社製造部統括補佐
当社経営企画部統括
当社執行役員 経営企画部担当
当社上席執行役員 経営企画部担当 兼 経理部
担当
当社上席執行役員 管理本部 副本部長 兼 経
営企画部担当 兼 経理部担当 兼 人事部担当
当社取締役常務執行役員 生産本部 本部長 兼 
管理本部 本部長（現任）

25,084株

（取締役候補者とした理由）入社以来、経営企画及び製造部を歴任し、現在は管理本部、生産本部を統括して
います。ＩＲ業務、国内外の企業との提携やM&A、経営戦略・製造戦略の策定と実行等、多岐にわたる経験
と実績があることから、今後の更なる経営の効率化やＥＳＧの取り組み強化において必要な人材と判断しまし
た。また、豊富な実務経験を踏まえて執行役員等の職務の執行を監督することにより、当社取締役会の監督機
能の実効性確保が期待できるため、取締役候補者としました。

４

※

た

田　
い

井　
まこと

誠
(1964年９月21日生)

1988

2002
2006

2010
2012
2015
2019

2021

年

年
年

年
年
年
年

年

４

３
７

４
４
６
６

６

月

月
月

月
月
月
月

月

第一電工株式会社（現 住友電工ウインテッ
ク株式会社）入社
当社入社
当社技術部電子材料１グループ グループリ
ーダー
当社電子材料技術部 統括補佐
当社技術部 統括
当社執行役員 電子材料技術部担当
当社上席執行役員 電絶複合材料事業本部副
本部長 兼 電絶複合材料技術部担当 兼 光学
材料技術部担当 兼 電子材料技術部(副)担当
当社上席執行役員 機能構造材料事業本部副
本部長 兼 機能構造材料技術部担当 兼 開発
支援部(主)担当 兼 電子材料技術部(副)担当 
兼 分析センター担当（現任）

1,697株

（取締役候補者とした理由）第一電工株式会社では絶縁材料を始めとする製品開発に携わり、当社入社後は全
てのセグメントに跨る開発及びマネジメントを歴任し、現在は機能構造材料技術部、開発支援部及び分析セン
ターを統括しています。これらの豊富な経験と実績を活かし、当社の成長に向けた研究開発戦略、技術戦略の
実現を図るために必要な人材と判断しました。また、豊富な実務経験を踏まえて執行役員等の職務の執行を監
督することにより、当社取締役会の監督機能の実効性確保が期待されるため、取締役候補者としました。

－ 10 －
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３取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

５

なか

中　
むら

村　
こう

康　
じ

二
(1948年８月15日生)

1973
2004
2006
2009

2011
2011
2016
2020

年
年
年
年

年
年
年
年

４
４
４
４

３
８
８
６

月
月
月
月

月
月
月
月

三井物産株式会社入社
同社執行役員 合樹・無機化学品本部長
同社常務執行役員 化学品第二本部長
同社専務執行役員 欧州・中東・アフリカ本
部長
同社専務執行役員 退任
三甲株式会社 監査役（現任）
三光合成株式会社 社外取締役（現任）
当社取締役（現任）

―株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割）三井物産株式会社において専務執行役員、三光合成株
式会社において取締役等を歴任し、長期間にわたり国内外に跨る企業経営に携わってきました。グローバル企
業での事業責任者を務めた経験から、国際的な経営に係る知見・見識が豊富であり、当社の事業戦略をはじめ
とする経営全般に対して、社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性及び透明性を高めることができる
人材と判断しました。また、独立した立場から経営陣・取締役の意思決定及び業務執行を監督することが期待
されるため、社外取締役候補者としました。

６

あ

我　
び

孫　
こ

子　
かず

和　
お

夫
(1947年１月22日生)

1978
1985
2001
2004
2004
2010
2010
2011
2015
2018
2020

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

11
５
７
４
７
２
９
９
４
７
６

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

ＡＰ通信社入社
同社東京支局次長
社団法人日本外国特派員協会会長
ＡＰ通信社東京支局総支配人
同社北東アジア総支配人
同社顧問
東京外国語大学非常勤講師
上智大学非常勤講師
神田外語大学客員教授
公益社団法人日本外国特派員協会監事
当社取締役（現任）

―株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割）カリフォルニア州立大学大学院卒業後、ＡＰ通信社に
おいて東京支局総支配人・北東アジア総支配人を歴任するとともに、社団法人日本外国特派員協会会長も兼務
してきました｡同社退職後も東京外国語大学や上智大学などで非常勤の教職に就いており、国際コミュニケー
ションや報道の規範と倫理などに関する見識を活かして、社外の視点から意見を述べ、当社の経営の合理性及
び透明性を高めることができる人材と判断しました。また、独立した立場から経営陣・取締役の意思決定及び
業務執行を監督することが期待されるため、社外取締役候補者としました。

－ 11 －
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３取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

７

たか

高　
だ

田　
ひろ

博　
とし

俊
(1953年８月10日生)

1977
2003
2005
2008
2011
2011
2011
2012
2013
2014
2014
2015

2015
2015
2016
2017

2021

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

年
年
年
年

年

３
４
６
６
４
４
６
３
６
３
４
６

７
７
３
６

６

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

月
月
月
月

月

日本精機株式会社入社
ユーケーエヌ・エス・アイ社取締役社長
日本精機株式会社取締役
同社常務取締役
同社代表取締役専務
同社営業本部長
日精儀器武漢有限公司董事長
日精儀器科技（上海）有限公司董事長
日本精機株式会社代表取締役社長
東莞日精電子有限公司董事長
香港日本精機有限公司董事長
日本精機株式会社代表取締役社長 社長執行
役員
香港易初日精有限公司董事長
上海日精儀器有限公司董事長
タイ‐ニッポンセイキ社取締役会長
日本精機株式会社取締役副会長 副会長執行
役員
当社取締役（現任）

―株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割）日本精機株式会社の代表取締役、海外子会社の董事長
等を歴任し、且つ営業、商品企画など長きにわたり自動車業界に携わり同業界における造詣が深い人材です。
製造業およびグローバルに事業を展開する企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、社外の
視点から意見を述べ、当社の合理性および透明性を高めることができる人材と判断しました。また、独立した
立場から経営陣・取締役の意思決定及び業務執行を監督することが期待されるため、社外取締役候補者としま
した。

８

ぬま

沼　
た

田　
み

美　
ほ

穂
(1975年４月18日生)

2009
2016
2018
2020

2021

年
年
年
年

年

12
１
４
６

６

月
月
月
月

月

弁護士登録 沼田法律事務所入所
同法律事務所所長（現任）
東京簡易裁判所民事調停委員（現任）
東京貿易ホールディングス株式会社 社外監
査役（現任）
当社取締役（現任）

―株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割）沼田法律事務所の所長を務め、法律事務所の経営に携
わりながら、東京簡易裁判所民事調停委員や東京貿易ホールディングス株式会社の社外監査役を務め、バラン
スの取れた人材です。長きにわたり弁護士として活躍され法律の専門家としての高い見識と経験があり、ガバ
ナンス及びコンプライアンス等に関する高度な見識に基づき社外の視点から意見を述べ、当社の合理性および
透明性を高めることができる人材と判断しました。また、独立した立場から、客観的かつ法的見地による監督
とアドバイスを行っていただけることが期待されるため、社外取締役候補者としました。

－ 12 －
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３取締役選任議案

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

９

※
ほり

堀　
え

江　
ま

磨　
き

紀　
こ

子
(1967年５月12日生)

1990
1995

2016

2021

年
年

年

年

４
５

５

10

月
月

月

月

野村證券株式会社入社
メリルリンチ･インベストメント･マネージャ
ーズ株式会社（現 ブラックロック･ジャパン
株式会社）入社
株式会社バリュークリエイト入社 パートナ
ー
株式会社ＳＤＧインパクトジャパン入社 パ
ートナー（現任）

―株

（社外取締役候補者とした理由および期待される役割）グローバル金融機関において日本株式市場に関わる機
関投資家営業、企業調査、運用に携わり、経営コンサルティングやスタートアップ立上げにも参画してきまし
た。これらの経験を活かして、投資家が期待する企業のあり方を経営戦略に反映し、当社の合理性及び透明性
を高めることができる人材と判断しました。また、独立した立場から経営陣・取締役の意思決定及び業務執行
を監督することが期待されるため、取締役候補者としました。

（注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。
２．各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
３．所有する当社株式の数は2023年３月31日現在の株主名簿によるものであります。
４．各取締役候補者が所有する当社株式の数には、持株会における持分を含んでおります。
５．取締役候補者のうち、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子の各氏は社外取締

役候補者であります。
中村康二氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年であります。
我孫子和夫氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって３年であります。
高田博俊夫氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。
沼田美穂氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。

６．取締役候補者のうち、中村康二、我孫子和夫、高田博俊及び沼田美穂の各氏は現在独立役員として株
式会社東京証券取引所に届け出ております。
また、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子の各氏は株式会社東京証券取引所
の定めに基づく独立役員の候補者であり、社外取締役各氏の選任が承認された場合、株式会社東京証
券取引所が定める独立役員となる予定であります。

７．現在、当社は取締役候補者である中村康二、我孫子和夫、高田博俊及び沼田美穂の各氏との間でそれ
ぞれ責任限定契約を締結しております。
また、中村康二、我孫子和夫、高田博俊、沼田美穂及び堀江磨紀子の各氏の選任が承認された場合、
当社との間で会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。その責任
限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項
に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について
善意かつ重大な過失が無いときに限るものとする。

８．当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結し、保険料は全額当社が負担しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負う
ことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。

－ 13 －
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３取締役選任議案

企業経営 事業戦略･
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

研究開発・　
技術戦略

財務･会計・
金融市場

人事･労務･　　　
人材開発 法務･リスク管理 国際経験

代表取締役 有沢悠太 ○ ○ 〇 ○ ○

取締役 中島理 ○ 〇 ○

取締役 増田竹史 ○ ○ ○

取締役 田井誠 ○ ○

社外取締役 中村康二 ○ ○ ○

社外取締役 我孫子和夫 ○ ○ ○

社外取締役 高田博俊 ○ ○ ○

社外取締役 沼田美穂 ○ ○ ○

社外取締役 堀江磨紀子 ○ ○

監査役 増村弥 ○ ○ ○

社外監査役 田中耕一郎 ○ ○ ○

社外監査役 横田晃一 ○ ○

なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契
約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（参考）取締役及び監査役の専門性と経験
　本議案が承認可決された場合、今回非改選の監査役を含め、当社取締役会は以下のようなスキルを
持ったメンバーにより構成されることになります。

－ 14 －



2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

４補欠監査役選任議案

候補者
番　号

氏　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１
きた

北
 

　
 

　
かず

和
 

　
 

 
ひで

英
(1963年３月31日生)

    1986年    4 月 当社入社
    2004年    11月 当社技術部（電子）電子材料２グループ グル

ープリーダー
    2006年    11月 当社技術部（電子）電子材料３グループ グル

ープリーダー
    2012年    4 月 当社技術管理部管理グループ グループリーダ

ー
    2013年    12月 当社技術管理部知的財産グループ グループリ

ーダー
    2014年    4 月 当社技術管理部統括
    2015年    10月 当社経営企画部統括
    2023年    4 月 当社嘱託（現任）

2,500株

２
いし

石
 

　
 

 
だ

田
 

　
 

 
たけ

剛
 

　
 

 
ふみ

史
(1976年９月15日生)

    2007年    11月 税理士登録
    2011年    4 月 関東信越税理士会高田支部　理事
    2012年    7 月 税理士法人石田会計事務所　代表社員（現

任）
    2021年    4 月 関東信越税理士会高田支部　副支部長（現

任）

－株

第４号議案　補欠監査役２名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役２名の選任をお

願いするものであります。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、北和英氏は監査役増村弥氏の補欠として、石田剛史氏は

社外監査役田中耕一郎、横田晃一の両氏の補欠として選任するものであります。なお、本選任の効
力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができ
るものとさせていただきます。

補欠監査役候補者は次のとおりであり、略歴等は2023年６月１日現在の状況であります。

（注）１．各補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．所有する当社株式の数は2023年３月31日現在の株主名簿によるものであります。
３．北和英氏を補欠の監査役候補者とした理由は、入社以来、技術、技術管理及び経営企画の業務に携わ

り、技術、経営管理等多岐にわたる知識と経験に基づき、当社の監査役としての職務を適切に遂行い
ただけるものと判断したためであります。

４．石田剛史氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、税理士としての豊富な経験と高度な専門的知識
を独立した中立的な立場から当社の監査体制に反映し、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行
いただけるものと判断したためであります。

５．石田剛史氏が社外監査役に就任された場合、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結

－ 15 －
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４補欠監査役選任議案

する予定であり、その責任限定契約の概要は次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項

で定める最低責任限度額を限度額とする。
・上記の責任限定契約が認められるのは、原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無

いときに限るものとする。
６．北和英、石田剛史の両氏が監査役に就任された場合、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠

償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しており、被保険者である監査役がその職務の執
行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損
害が填補されます。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
また、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

７．石田剛史氏が社外監査役に就任された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員となる予定で
あります。

以　上

－ 16 －
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当連結会計年度の事業の状況

事 業 報 告

(2022年４月 1  日から
2023年３月31日まで)

１．企業集団の現況
⑴　当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和等

により、経済活動の正常化が進んだものの、ウクライナ情勢の長期化等によるエネルギー費や
原材料価格の高止まり、世界的なインフレによる物価上昇、さらに中国市場での需要減少もあ
り、依然として先行きが不透明な状態で推移しました。特に、当社グループの主力事業分野で
ある電子材料においては、年度後半よりパソコンや携帯端末等の需要低迷による在庫調整が継
続しております。

このような状況のもと当社グループの当連結会計年度の業績は、産業用構造材料及びディス
プレイ材料の売上が増加したものの、電子材料の売上高が減少したことから、売上高は427億
22百万円（前期比0.9％減）となりました。営業利益はエネルギー費や原材料価格の高騰を受
けて、22億28百万円（同32.9％減）、経常利益は営業利益の減少に加え、為替差益が縮小し
たこと等により27億17百万円（同35.4％減）に留まりました。一方、親会社株主に帰属する
当期純利益は投資有価証券売却益の増加等により28億56百万円（同27.0％減）となりまし
た。

②　設備投資の状況
当社グループでは、急速な技術革新や販売競争に対応すべく、発展成長分野に重点を置き設

備投資を行っており、当期におきましては45億37百万円の設備投資を実施いたしました。
当期における設備投資の主なものは、フレキシブルプリント配線板用材料を中心とする電子

材料関連の生産設備31億45百万円であります。

③　資金調達の状況
当期に、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として11億83百万円の

調達を行いました。

－ 17 －
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

期　　別
区　　分

第72期
（2020年３月期）

第73期
（2021年３月期）

第74期
（2022年３月期）

第75期
（2023年３月期）
（当連結会計年度）

売 上 高 （ 百 万 円 ） 45,970 46,439 43,089 42,722
経常利益（百万円） 2,783 3,578 4,204 2,717
親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円） 212 2,160 3,911 2,856

１株当たり当期純利益(円) 6.14 64.94 117.40 86.46
総 資 産 （ 百 万 円 ） 71,709 67,257 68,689 67,659
純 資 産 （ 百 万 円 ） 49,018 47,444 47,965 47,107
１株当たり純資産（円） 1,387.76 1,388.50 1,434.46 1,422.43
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）1．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
2．第74期から１株当たり純資産額の算定上、「従業員向け株式交付信託」が保有する当社株式を期末発行済株式総数

から控除する自己株式に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式に含めております。

3．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を第74期の期首から適用しており、第
74期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権の比率 主な事業内容

新揚科技股份有限公司 1,576,377
千台湾ドル 100.0％ フレキシブルプリント配線板用材料

の製造・販売
松揚電子材料(昆山)有限公司 168,334

千人民元
100.0

(100.0)
フレキシブルプリント配線板用材料
の製造・販売

株式会社サトーセン 99百万円 100.0 リジットプリント配線板製造・販売
アリサワファイバーグラス株式会社 100百万円 100.0 硝子・特殊繊維製織製品の製造
株式会社プロテックインターナショナル
ホールディングス 101百万円 100.0 ＦＷ成形品(水処理用FRP製圧力容器)の

製造・販売を行う子会社の持株会社

Protec Arisawa Europe, S.A. 1,670
千ユーロ

100.0
(100.0)

ＦＷ成形品(水処理用FRP製圧力容
器)の製造・販売

Protec Arisawa America, Inc. 3,200
千米ドル

100.0
(100.0)

ＦＷ成形品(水処理用FRP製圧力容
器)の製造・販売

有沢総業株式会社 30百万円 100.0 樹脂製品の成形・加工
倉庫管理・物流業務

有沢樹脂工業株式会社 10百万円 100.0 樹脂製品の成形・加工
カラーリンク・ジャパン株式会社 198百万円 100.0 偏光利用部材の製造・販売

⑶　重要な子会社の状況

（注）１．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。
２．上記に記載の重要な子会社を含め、当連結会計年度末の連結子会社の数は11社であり、持分法適用関

連会社は１社であります。
３．特定完全子会社に関しましては、該当事項はありません。

－ 19 －
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対処すべき課題

⑷　対処すべき課題
①　会社経営の基本方針

当社グループは「創造・革新・挑戦」を基本とし、
Ⅰ．新たな価値を創造し、顧客満足を高める。
Ⅱ．顧客要求を発掘し、独創的な技術で新事業を創出する。
Ⅲ．品質と生産性を向上させ、企業体質を強化する。
Ⅳ．社会・環境課題の解決に貢献し、持続的な成長を実現する。
を経営方針としています。
この経営方針に基づき、中期経営計画を策定し、事業戦略と財務戦略の両輪を回し企業価値

の最大化を目指します。事業戦略では、経営指標としてROICを用いた管理により、既存事業
の深掘りと新規事業の創出を推進し、収益力を強化します。
財務戦略では、非事業資産の事業資産化を進めるとともに積極的な株主への還元により、資

本効率を向上させていきます。

②　中長期的な会社の経営戦略
　当社グループは、ユーザーニーズにお応えしながら技術革新と製品開発に取り組み、健全な
存続と持続的な成長を実現し、中長期的な企業価値の向上を目指しています。具体的には、既
存事業の収益基盤を維持・拡大するために、生産能力の向上及び拡大、並びにユーザーニーズ
を先取りした新製品開発に投資する他、既存事業とのシナジーを最大限に発揮するとともに高
い資本収益性を有する新規事業への戦略投資を実施していきます。
　また、社会・環境に影響を与えるテーマを選定し、事業を通じてその課題解決を目指しま
す。具体的には、（１）脱炭素社会への貢献（カーボンニュートラルの達成、省エネルギー・
省資源の推進、再生可能エネルギーへの代替、環境負荷低減材料の提供）、（２）多様な人材
の育成と働きがいの向上（次世代人材の育成、全ての社員が活き活きと働ける会社）、（３）
循環型経済の推進（排出物の削減、持続可能なサプライチェーンの構築）、（４）ガバナンス
の充実を重要な課題と位置づけて取り組んでいます。とりわけ、気候変動については喫緊の課
題と捉え、「気候変動に関する取り組み（TCFD提言の枠組みに基づく開示）」をホームペー
ジで公表しています。
・電子材料につきましては、モバイル、半導体及び車載分野を中心に新製品開発と事業拡大を
目指します。また、グループ会社との連携を深め、アジア市場での事業基盤の強化を図りま
す。

・産業用構造材料及び電気絶縁材料につきましては、交通インフラ、水処理及び新エネルギー
分野を主力事業分野として個性あふれる製品を開発し、更なる成長を目指します。

・ディスプレイ材料につきましては、医療用高画質ディスプレイ分野を中心に、当社独自の技
術を活かした新製品の拡販を図ります。

－ 20 －



2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

対処すべき課題

・キャッシュフローの有効活用と非事業資産の事業資産化を推進するとともに、積極的な株主
還元を行い、資本効率の向上を図ります。

　当社グループは、上記内容を織り込んだ中期経営計画を策定し、第77期（2025年3月期）
にROIC６%以上を達成することを目標としています。

③　会社の対処すべき課題
当社グループは、上述の経営戦略をより早期かつ確実に達成するため、対処すべき課題とし

て次のことを推進します。
・独自技術による差異化製品を開発し、既存分野での収益力向上を図るとともに、成長の見込
める分野への参入を図ります。

・競争力のあるコスト体質を具現化するため、当社独自の管理技術、固有技術を磨き、徹底的
な原価低減を図ります。

・製造・販売・技術の連携強化を推進し、効率的な事業運営を図ります。
・グループ会社との連携を強化し、新用途・分野の開拓を図ります。

－ 21 －
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主要な事業内容、主要な営業所及び工場

区分 主要な製品または役務 売上構成比
（連結）

電子材料 プリント配線板用硝子クロス、フレキシブル及びリジ
ットプリント配線板用材料、その他 62.1％

産業用構造材料 ＦＷ成形品、航空機用ハニカムパネル及びプリプレ
グ、その他 21.4

電気絶縁材料 硝子クロス・テープ、電気絶縁用プリプレグ、その他 6.0

ディスプレイ材料 ３Dディスプレイ関連材料、偏光利用部材、その他 9.7

その他の事業 引抜成形品、ゴルフ練習場経営、その他 0.8

⑸　主要な事業内容（2023年３月31日現在）
当社グループは、当社、子会社13社及び関連会社３社で構成され、電子材料、産業用構造材

料、電気絶縁材料、ディスプレイ材料を製造・販売しております。更に各事業に関連する商品の
販売、物流及びその他のサービスの事業活動を展開しております。

株式会社有沢製作所

本社 新潟県上越市南本町一丁目５番５号

支店 東京都台東区

工場 南本町工場（新潟県上越市）、中田原工場（新潟県
上越市）、中田原西工場（新潟県上越市）

新揚科技股份有限公司 本社 台湾　高雄市

松揚電子材料(昆山)有限公司 本社 中国　昆山市

株式会社サトーセン 本社 大阪府大阪市

アリサワファイバーグラス株式会社 本社 新潟県上越市

Protec Arisawa Europe, S.A. 本社 スペイン　ムンギア市

Protec Arisawa America, Inc. 本社 米国　カリフォルニア州

有沢総業株式会社 本社 新潟県上越市

有沢樹脂工業株式会社 工場 埼玉県川口市

カラーリンク・ジャパン株式会社 本社 新潟県上越市

⑹　主要な営業所及び工場（2023年３月31日現在）
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

区分 使用人数 前連結会計年度末比増減

電子材料 865（167）名 29名減（ 37名減）

産業用構造材料 269（ 42） 33名増（ 13名減）

電気絶縁材料 116（ 11） 17名増（ ２名増）

ディスプレイ材料 134（ 28） 14名増（ 11名増）

その他の事業 37（ 23） ２名増（ ２名増）

全　　社（共通） 37（ 11） ４名減（ １名増）

合計 1,458（282） 33名増（ 34名減）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

599（104）名 ―（14名増） 44.8歳 20.9年

⑺　使用人の状況（2023年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）１．使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
２．全社（共通）として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

②　当社の使用人の状況

（注）　使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借入先 借入額

臺 灣 銀 行 股 份 有 限 公 司 3,077,102千円

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 1,500,000
株 式 会 社 第 四 北 越 銀 行 1,300,000

⑻　主要な借入先の状況（2023年３月31日現在）

（注）　海外子会社においては決算日が12月31日であるため、借入金の残高については、同決算日現在の残高
を使用しております。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 130,000,000株
②　発行済株式の総数 33,541,124株

③　株主数 23,434名（前期末比10,551名増加)

株主名 持株数 持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(信託口) 4,246,400株 12.80％

INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN) LIMITED SOLEL Y IN 
ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP 2,404,800 7.25

三菱瓦斯化学株式会社 1,472,166 4.43
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,186,200 3.57
有限会社有沢建興 834,338 2.51
株式会社第四北越銀行 743,903 2.24
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託口・三菱電機株式会社口） 530,536 1.59

有澤　三治 451,069 1.35
日本生命保険相互会社 388,822 1.17
森　洋子 378,180 1.14

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2023年３月31日現在）

(注) 発行済株式の総数はストック・オプションの行使により350,700株増加し、自己株式の
消却により424,400株減少しております。

④　大株主（上位10名）

（注）１．持株比率は、自己株式（372,179株）を控除して計算しており、小数点第２位未満を切り捨てて表示
してあります。なお、従業員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式87,100株は、自己
株式には含まれておりません。

２．三菱瓦斯化学株式会社の持株数には、三菱瓦斯化学株式会社が退職給付信託の信託財産として拠出し
ている当社株式966,306株（持株比率2.91％）を含んでおります（株主名簿上の名義は「日本マスタ
ートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・三菱瓦斯化学株式会社口）」であります。）。

3．2018年９月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託
銀行株式会社及びその共同保有者が2018年８月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載され
ているものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、
上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとお
りであります。
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大量保有者　　　三井住友信託銀行株式会社他共同保有者２名
住所　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
保有株式等の数　1,488,200株
株券等保有割合　4.12％

4．2018年12月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、ブラックロ
ック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨
が記載されているものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができま
せんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容
は次のとおりであります。

大量保有者　　　ブラックロック・ジャパン株式会社他共同保有者１名
住所　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
保有株式等の数　1,259,700株
株券等保有割合　3.48％

5．2018年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友ア
セットマネジメント株式会社が2018年12月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい
るものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記
大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりで
あります。

大量保有者　　　三井住友アセットマネジメント株式会社他共同保有者１名
住所　　　　　　東京都港区愛宕二丁目５番１号
保有株式等の数　1,090,300株
株券等保有割合　3.01％

6．2020年10月２日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、日本バリュ
ー・インベスターズ株式会社が2020年９月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されてい
るものの、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記
大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりで
あります。

大量保有者　　　日本バリュー・インベスターズ株式会社
住所　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
保有株式等の数　1,421,500株
株券等保有割合　3.91％

7．2023年３月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社ス
トラテジックキャピタルが2023年３月3日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているもの
の、当社として2023年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主
の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりでありま
す。

大量保有者　　　株式会社ストラテジックキャピタル
住所　　　　　　東京都渋谷区東三丁目14番15号
保有株式等の数　2,586,300株
株券等保有割合　7.74％
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株式の状況

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対して交付した株式の状況
当社は、2021年６月25日開催の第73回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入

いたしました。これを受け、2022年６月28日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株
式の処分を決議し、同年７月27日付で取締役（社外取締役を除く。）４名に対し、自己株式41,055株の
処分を行っております。

⑥ その他株式に関する重要な事項
イ．自己株式の取得

2022年５月12日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
取得した株式の種類及び数　普通株式　624,400株
取得価額の総額　　　　　　749,999,400円
取得した期間　　　　　　　2022年５月13日から2022年９月20日まで（約定日ベース）

ロ．自己株式の消却
2022年５月12日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたしました。
消却した株式の種類及び数　普通株式　424,400株
消却した日　　　　　　　　2023年１月31日
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会社役員の状況

会社における地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 有沢　悠太 最高経営責任者（ＣＥＯ）

取締役 戸田　良彦
専務執行役員　機能構造材料事業本部 本部長
アリサワファイバーグラス株式会社　代表取締役社長
有沢樹脂工業株式会社　代表取締役社長
カラーリンク・ジャパン株式会社　代表取締役社長

取締役 中島　理 常務執行役員　電子材料事業本部 本部長 兼 電子材料営業
部担当

取締役 増田　竹史 常務執行役員　生産本部 本部長 兼 管理本部 本部長

取締役 塚原　穰

取締役 中村　康二 三甲株式会社　監査役
三光合成株式会社　社外取締役

取締役 我孫子　和夫

取締役 高田　博俊

取締役 沼田　美穂
沼田法律事務所　所長
東京簡易裁判所　民事調停委員
東京貿易ホールディングス株式会社　社外監査役

常勤監査役 増村　弥

監査役 田中　耕一郎
田中総合会計事務所　所長
株式会社小田原エンジニアリング　社外監査役
一般財団法人日本自動車研究所　監事

監査役 横田　晃一 横田会計事務所　所長

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2023年３月31日現在）

（注）１．取締役の塚原穰氏、中村康二氏、我孫子和夫氏、高田博俊氏及び沼田美穂氏は、社外取締役であ
ります。

２．監査役の田中耕一郎氏及び横田晃一氏は、社外監査役であります。
３．社外取締役の沼田美穂氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相当程度の

知見を有するものであります。
４．常勤監査役の増村弥氏は、当社の製造、経営企画、人事及び総務部門を歴任し、財務、法務、コ

ンプライアンス、リスクマネジメント等に関する豊富な実務経験を有しております。
社外監査役の田中耕一郎氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。
社外監査役の横田晃一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見
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を有するものであります。
５．当社は、塚原穰氏、中村康二氏、我孫子和夫氏、高田博俊氏、沼田美穂氏、田中耕一郎氏及び横

田晃一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の役員及び執行役員であり、被保険
者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し責任を負
うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害がてん
補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにする
ため、法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害については塡補
の対象としないこととしております。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．取締役の報酬等の決定に関する方針

取締役の指名並びに報酬の決定に関する手続きの独立性、客観性および透明性を向上させ、
コーポレートガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役を委
員長とし委員の過半数を独立社外取締役によって構成する、指名・報酬諮問委員会を設置して
おり、取締役の個人別の報酬等の決定方針は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申に基づき、
取締役会で決定しております。

取締役の報酬等の決定方針の内容の概要は、以下のとおりです。
ａ．取締役報酬制度の基本方針

・業績と報酬を明確に関連付けることで、経営陣に対し常に業績向上を意識付け、当社の
持続的発展へ向けた健全な企業家精神の発展を促すものであること。

・財務業績のみならず、創造、革新、挑戦の基本精神のもと、「CIC　昨日より今日、今
日より明日」の経営理念に根ざした積極的なチャレンジに対する評価を反映できるもの
であること。

・当社の持続的発展と企業価値向上に貢献できる優秀な経営人材を確保することができる
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ものであること。
ｂ．報酬体系

上記の基本方針のもと、当社の業務執行取締役に対する報酬体系は、固定報酬としての
基本報酬、前年度業績等に連動する業績連動報酬、株主の皆様との利害共有を目的とした
株式報酬（譲渡制限付株式報酬）により構成されております。なお、業務執行取締役の種
類別の報酬割合については、基本報酬：業績連動報酬：株式報酬＝５：３：２としており
ます（KPIを100％達成の場合）。また、社外取締役については、監督機能を担うその役
割に鑑み、基本報酬のみとしております。なお、基本報酬および前年度業績を反映した業
績連動報酬は職務執行期間において均等に支給しており、譲渡制限付株式報酬は毎年一定
の時期に支給しております。

ロ．業績連動報酬にかかる指標（KPI）の内容、選定理由、実績及び算定方法
業績連動報酬にかかる業績指標は前期単年度の連結営業利益とし、目標値に対する達成度合

いに応じて支給しております。当該指標を選定した理由は、企業活動の本業の成果を表す財務
指標であること、中期経営計画の達成数値目標であるROICの算定に税引後営業利益を用いて
いること、従業員の賞与制度にも用いている財務指標であり双方の制度における整合性を重視
することからであります。その実績は33億20百万円でありました。

また、当社カーボンニュートラル・プロジェクトで掲げているCO2排出削減量のうち、エネ
ルギー使用効率の向上による排出量削減に関する目標達成度を業績指標に加え、2023年7月以
降の報酬に反映します。

ハ．株式報酬（非金銭報酬）の内容
株式報酬（非金銭報酬）は譲渡制限付株式報酬とし、当社の株式価値と報酬との連動性を明

確にし、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、当社の企業価値の持
続的な向上に貢献する意識を高めることを目的として退任時に譲渡制限が解除されるプランと
しております。当社は、毎年、譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を業務執行取締
役に支給し、各業務執行取締役は同金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社株
式の発行または処分を受けます。各業務執行取締役への割当株式数は、指名・報酬諮問委員会
からの答申内容を踏まえ、個別に定める基準額に相当する数を取締役会で決定しております。
なお、１株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の終値
（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として対象取
締役に特に有利とならない範囲の金額としております。
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ニ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容については、指名・報酬諮問委員会が取締役会の諮問を受

け、各取締役の基本報酬の額、及び業績連動報酬における各取締役の担当部門の業績に基づく
評価配分を答申します。取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申に準じて取締役の個人別の
報酬等の内容を決定しております。

なお、株式報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会で割当株式数等の個人
別の報酬の内容を決定しております。

ホ．取締役の個人別の報酬等の内容がその決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理
由

取締役会は、指名・報酬諮問委員会において、役員報酬制度の内容と決定方針との整合性に
ついて多角的な検討が行われていることから、取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針
に沿うものであると判断しました。

なお、指名・報酬諮問委員会は、外部の報酬コンサルタント（ＷＴＷ（ウイリス・タワーズ
ワトソン））が運営する「経営者報酬データベース」に基づく客観的かつ多面的な報酬ベンチ
マーク分析により妥当性を検証しております。

ヘ．監査役報酬等
ａ．基本方針

各監査役の職務遂行の対価として適正な水準で支給することを基本方針としておりま
す。

ｂ．報酬決定の方法
監査役報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況を考慮し、監査役の協議により

決定しております。
ｃ．監査役報酬の内容

監査役報酬は、経営に対する独立性の強化を重視し、固定報酬のみとし、これを月額支
給しております。
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役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役員
の員数（名）固定報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役（社外取
締役を除く。） 203,516 106,500 60,267 36,748 4

監査役（社外監
査役を除く。） 13,080 13,080 － － 2

社外役員 31,002 31,002 － － 7

ト．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2022年6月28日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって辞任し
た監査役1名（社内監査役のみ）を含んでおります。

２．非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬であり、当事業年度に費用計上した金
額を記載しております。

チ．役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日、決議内容
2004年６月29日開催の第56回定時株主総会において、取締役の報酬総額は月額30百万円以

内、監査役の報酬額は月額3百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点で
対象となる員数は取締役9名（うち社外取締役5名）、監査役3名（常勤監査役1名、社外監査
役2名）です。

2021年６月25日開催の第73回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給
する報酬は年額50百万円以内かつ、当社普通株式総数５万株以内、譲渡制限期間は譲渡制限
付株式割当契約により割り当てを受けた当社の普通株式の払込期日から当社又は当社子会社の
役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任する時点の直後の時点までの期間
と決議いただいております。当該株主総会終結時点で対象となる員数は取締役4名（社内取締
役のみ）です。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役の中村康二氏は、三甲株式会社の監査役及び三光合成株式会社の社外取締役で
あります。三甲株式会社及び三光合成株式会社と当社との間には、特別な関係はありませ
ん。

社外取締役の沼田美穂氏は、沼田法律事務所の所長、東京簡易裁判所の民事調停委員及び
東京貿易ホールディングス株式会社の社外監査役であります。沼田法律事務所、東京簡易裁
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判所及び東京貿易ホールディングス株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。
社外監査役の田中耕一郎氏は、田中総合会計事務所の所長、株式会社小田原エンジニアリ

ングの社外監査役及び一般財団法人日本自動車研究所の監事であります。田中総合会計事務
所、株式会社小田原エンジニアリング及び一般財団法人日本自動車研究所と当社との間に
は、特別な関係はありません。

社外監査役の横田晃一氏は、横田会計事務所の所長であります。横田会計事務所と当社と
の間には、特別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
当事業年度に開催された９回の取締役会におきまして、社外取締役の中村康二、我孫子和

夫、高田博俊、沼田美穂の４氏はその全てに、塚原穰氏は８回の取締役会に出席し、主に豊
富な経験及び幅広い見識に基づき取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助
言、提言を行っております。また、社外監査役の田中耕一郎、横田晃一の両氏はその全てに
出席し、適宜質問し意見を述べております。

監査役会は当事業年度に９回開催され、社外監査役の田中耕一郎、横田晃一の両氏はその
全てに出席し、監査役の職務の執行に関して適宜必要な意見の表明を行っております。
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 34,000千円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 34,000千円

⑶　会計監査人の状況
①　名称 EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が
適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判
断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査
法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制

⑷　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　１．業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制は以下のとおりです。
①　当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制
当社及び当社子会社では、グループ全体を網羅する「グループ企業行動指針」を定め、その

指針に沿って具体的な管理規程を設け、規程を遵守することで取締役及び使用人の職務の執行
が法令及び定款に適合する体制を確保しています。

②　当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、法令及び定款の定めに沿って文

書管理規程を制定し、適切な保存・管理する体制を構築しています。

③　当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社取締役が当社子会社の取締役を兼務することで、当社子会社の取締役等の職務執行の監

督を行なうほか、関係会社管理規程を制定し、その定めに沿って取締役会議事録及び重要事項
の報告を義務づける体制を整備しています。

④　当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループを取り巻くさまざまなリスクを把握・管理するため、個々のリスクに応じた管

理規程を制定し、その規程を遵守することによりリスクの軽減化を図る体制を整備していま
す。

⑤　当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループでは、各部門の担当職務内容及び職務権限を明確にするため、職務分掌及び職

務権限に関する規程を整備する他、グループ共通の会計管理システムの導入等、当社グループ
の取締役の業務執行が効率的に行われる体制を整備しています。

⑥　当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びに当該使用人の当社取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する
当社監査役の指示の実効性の確保に関する体制
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを要請した場合は、監査目的に必要な知

－ 34 －



2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制

識・経験等を勘案して使用人を配置しています。また、配置された補助者は、その補助業務に
関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、当社取締役からの指揮は受けないものとし
て独立性及び実効性を確保しています。

⑦　当社取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社監査役に報告
をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受け
ないことを確保するための体制
当社取締役及び使用人等が監査役に報告すべき事項を定める規程を制定し、当社グループの

経営、業績に影響を及ぼす重要な事項については直ちに監査役に報告する体制を確保していま
す。また、監査役が使用人等から直接報告を受けられるよう、通報者に対して不利益な取扱を
禁止した内部通報制度が整備されています。

⑧　当社監査役の職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
当社は監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払

い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理しています。また、監査役が職
務遂行に必要があると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・アドバイスを依
頼するなど、それらに掛かる費用を会社が負担しています。

⑨　その他当社監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
当社監査役は定期的に子会社の取締役から報告を受けるとともに、子会社の監査役より報告

を受ける等、随時連携し企業集団における適正な監査を実施しています。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムの整備状況、運用状況

を継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行い、内部統制が有効かつ適切に機能する体制
を整備しています。また、当社子会社の会計処理におけるガバナンスや内部統制が有効かつ適
切に機能する体制を強化していきます。

⑪　反社会的勢力の排除に向けた体制
当社及び当社子会社では、「グループ企業行動指針」において、市民社会の秩序や安全に脅

威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示するとともに、これら反社会
的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対応しています。
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　２．業務の適正を確保するための体制の運用状況
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
コンプライアンスについては、当社及び当社子会社の使用人を対象にコンプライアンスの基本

的事項の再確認となる社内講習を定期的に開催し、コンプライアンス意識の浸透を図るととも
に、「コンプライアンス委員会規程」に基づくコンプライアンス委員会を定期的に開催し、その
結果を取締役会に報告しコンプライアンス体制の維持・向上に努めています。また、「ホットラ
イン規程」により通常の報告ルートと異なる内部通報制度を整備し、通報者の保護を図るととも
に、不正行為の早期発見と是正に努めています。さらに、内部監査室が作成した監査計画書に基
づき、当社及び当社子会社の内部監査を実施しています。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価については、内部監査室が評価を実施

し、業務の適正性、効率性の確保に努めています。
当社及び当社子会社の事業の報告については、内部監査室による監査結果を含め、定期的に当

社取締役会や社内の重要な会議で報告され、改善が必要な課題や問題が生じた場合には関係部署
へ適時指示しています。また、当社子会社の会計処理におけるガバナンスや内部統制が有効かつ
適切に機能する体制を強化していきます。
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⑸　剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、期中に獲得した資金を既存事業の収益基盤の維持、拡大及び新規用途の開発に投じる

とともに、積極的に株主に還元していきます。具体的には、業績連動配当として総還元性向80%
以上とすることを基本方針とし、自己株式の取得についても、資金需要や財務状況等を総合的に
勘案したうえで柔軟に対応していきます。
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連 結 貸 借 対 照 表

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形、売掛金及び契約資産
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機械装置及び運搬具
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

47,419,946
20,545,580
13,182,106

100,150
5,525,035
2,373,079
4,263,762
1,441,020
△10,786

20,239,780
16,446,181
6,077,500
3,686,175
1,993,700
3,534,967
1,153,836
244,197
3,549,401
2,545,474

41,434
678,791
329,670
△45,969

　

流 動 負 債 16,276,705
支払手形及び買掛金 5,213,263
1年内償還予定の社債 16,800
短 期 借 入 金 5,056,253
１年内返済予定の長期借入金 1,843,441
リ ー ス 債 務 129,172
未 払 法 人 税 等 658,615
製 品 保 証 引 当 金 42,184
賞 与 引 当 金 526,795
役 員 賞 与 引 当 金 2,162
そ の 他 2,788,015

固 定 負 債 4,275,306
社 債 10,800
長 期 借 入 金 2,723,471
株 式 給 付 引 当 金 50,449
リ ー ス 債 務 460,601
繰 延 税 金 負 債 137,916
資 産 除 去 債 務 97,119
退職給付に係る負債 700,883
そ の 他 94,066
負 債 合 計 20,552,012
純 資 産 の 部

株 主 資 本 44,826,987
資 本 金 7,847,873
資 本 剰 余 金 3,198,618
利 益 剰 余 金 34,293,471
自 己 株 式 △512,975

その他の包括利益累計額 2,229,483
その他有価証券評価差額金 466,417
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △13,657
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,904,093
退職給付に係る調整累計額 △127,370
新 株 予 約 権 51,243
純 資 産 合 計 47,107,714

資 産 合 計 67,659,726 負 債 純 資 産 合 計 67,659,726

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
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連結損益計算書

連 結 損 益 計 算 書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

科　　　　目 金　　　　額
売 上 高 42,722,145
売 上 原 価 34,913,005
売 上 総 利 益 7,809,139
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,581,034
営 業 利 益 2,228,105
営 業 外 収 益

受 取 利 息 141,797
受 取 配 当 金 58,572
為 替 差 益 215,421
持 分 法 に よ る 投 資 利 益 19,839
助 成 金 収 入 76,585
そ の 他 208,996 721,214
営 業 外 費 用

支 払 利 息 155,066
賃 貸 費 用 46,499
そ の 他 30,262 231,828
経 常 利 益 2,717,491
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,104
投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,305,245
そ の 他 41,140 1,350,490
特 別 損 失

減 損 損 失 19,332
固 定 資 産 除 却 損 90,263
投 資 有 価 証 券 売 却 損 55,871 165,467
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,902,515
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,098,866
法 人 税 等 調 整 額 △55,298 1,043,567
当 期 純 利 益 2,858,947
非支配株主に帰属する当期純利益 2,465
親会社株主に帰属する当期純利益 2,856,481

（単位：千円）

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。

－ 39 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

連結株主資本等変動計算書

連結株主資本等変動計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 7,643,777 3,017,461 34,936,822 △299,704 45,298,357

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 204,095 204,095 408,191

剰 余 金 の 配 当 △3,006,166 △3,006,166
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,856,481 2,856,481

自 己 株 式 の 取 得 △750,332 △750,332

自 己 株 式 の 処 分 △1,106 44,501 43,394

自 己 株 式 の 消 却 △492,559 492,559 －
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 △22,938 △22,938
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

当連結会計年度変動額合計 204,095 181,157 △643,351 △213,271 △471,369

当連結会計年度末残高 7,847,873 3,198,618 34,293,471 △512,975 44,826,987

（単位：千円）
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そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非 支 配

株 主 持 分
純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当連結会計年度期首残高 1,229,118 △50,146 1,317,978 △8,734 2,488,215 149,131 29,998 47,965,702

当連結会計年度変動額

新 株 の 発 行 408,191

剰 余 金 の 配 当 △3,006,166
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,856,481

自 己 株 式 の 取 得 △750,332

自 己 株 式 の 処 分 43,394

自 己 株 式 の 消 却 －
連結子会社株式の取得
に よ る 持 分 の 増 減 △22,938
株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額) △762,700 36,488 586,115 △118,635 △258,731 △97,887 △29,998 △386,618

当連結会計年度変動額合計 △762,700 36,488 586,115 △118,635 △258,731 △97,887 △29,998 △857,988

当連結会計年度末残高 466,417 △13,657 1,904,093 △127,370 2,229,483 51,243 － 47,107,714

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
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貸 借 対 照 表

科　　　目 金　額 科　　　目 金　額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
契 約 資 産
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 収 益
関係会社短期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

27,079,799
12,111,983

171,507
284,903

6,724,426
214,793

3,080,050
1,127,966
1,748,133

85,300
5,547

1,580,249
501,701

△556,764
22,286,086
9,345,610
3,569,788
420,802

1,907,932
22,616

223,657
1,477,753
287,895

1,435,163
114,392
103,329
11,063

12,826,083
1,082,143

11,396,735
42,783

185,473
123,617
△4,669　

流 動 負 債 8,952,728
支 払 手 形 41,989
買 掛 金 2,520,256
電 子 記 録 債 務 1,364,483
短 期 借 入 金 2,940,000
未 払 金 686,010
未 払 費 用 98,337
未 払 法 人 税 等 399,971
前 受 収 益 2,699
リ ー ス 債 務 88,409
預 り 金 28,204
賞 与 引 当 金 340,021
そ の 他 442,344

固 定 負 債 839,932
退 職 給 付 引 当 金 472,042
債務保証損失引当金 47,737
株 式 給 付 引 当 金 50,449
リ ー ス 債 務 171,346
資 産 除 去 債 務 29,344
そ の 他 69,011
負 債 合 計 9,792,660
純 資 産 の 部

株 主 資 本 39,020,377
資 本 金 7,847,873
資 本 剰 余 金 6,959,865
資 本 準 備 金 6,959,865
利 益 剰 余 金 24,725,614
利 益 準 備 金 748,262
そ の 他 利 益 剰 余 金 23,977,352
固定資産圧縮積立金 14,145
別 途 積 立 金 18,020,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,943,206

自 己 株 式 △512,975
評 価 ・ 換 算 差 額 等 501,604

その他有価証券評価差額金 501,604
新 株 予 約 権 51,243
純 資 産 合 計 39,573,225

資 産 合 計 49,365,886 負 債 純 資 産 合 計 49,365,886

（2023年３月31日現在）
（単位：千円）

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

科　　　　目 金　　　　額
売 上 高 25,752,751
売 上 原 価 21,872,826
売 上 総 利 益 3,879,924
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,781,469
営 業 利 益 1,098,455
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 988,367
受 取 賃 貸 料 333,615
債 務 保 証 損 失 引 当 金 戻 入 198,905
為 替 差 益 184,546
そ の 他 134,703 1,840,138
営 業 外 費 用

支 払 利 息 29,477
賃 貸 費 用 285,201
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 249,616
そ の 他 8,511 572,807
経 常 利 益 2,365,786
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 1,304,728
固 定 資 産 売 却 益 3,896
そ の 他 41,140 1,349,765
特 別 損 失

減 損 損 失 19,332
固 定 資 産 除 却 損 91,435
投 資 有 価 証 券 売 却 損 51,079 161,847
税 引 前 当 期 純 利 益 3,553,704
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 837,469
法 人 税 等 調 整 額 42,386 879,855
当 期 純 利 益 2,673,848

（単位：千円）

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書

( 2022年 4 月 1 日から
2023年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

利益剰余金
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計
固 定 資産
圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 7,643,777 6,755,769 6,755,769 748,262 14,982 21,020,000 3,768,354 25,551,599

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 204,095 204,095 204,095
固定資産圧縮積立金
の 取 崩 △836 836 －

別 途 積 立 金 の 取 崩 △3,000,000 3,000,000 －

剰 余 金 の 配 当 △3,006,166 △3,006,166

当 期 純 利 益 2,673,848 2,673,848

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 △1,106 △1,106

自 己 株 式 の 消 却 △492,559 △492,559

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 204,095 204,095 204,095 － △836 △3,000,000 2,174,852 △825,984

当 期 末 残 高 7,847,873 6,959,865 6,959,865 748,262 14,145 18,020,000 5,943,206 24,725,614

（単位：千円）
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株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △299,704 39,651,442 1,215,457 1,215,457 149,131 41,016,030

当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 408,191 408,191

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別 途 積 立 金 の 取 崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △3,006,166 △3,006,166

当 期 純 利 益 2,673,848 2,673,848

自 己 株 式 の 取 得 △750,332 △750,332 △750,332

自 己 株 式 の 処 分 44,501 43,394 43,394

自 己 株 式 の 消 却 492,559 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目
の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △713,853 △713,853 △97,887 △811,740

当 期 変 動 額 合 計 △213,271 △631,064 △713,853 △713,853 △97,887 △1,442,805

当 期 末 残 高 △512,975 39,020,377 501,604 501,604 51,243 39,573,225

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示してあります。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2023年５月22日

株式会社　有　沢　製　作　所
取　締　役　会　御中

EY新日本有限責任監査法人
新 潟 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五十嵐　朗
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 橋 　 顕

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社有沢製作所の2022年４月１日から2023

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社有沢製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、

連結計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

－ 47 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2023/05/31 10:57:20 / 22945107_株式会社有沢製作所_招集通知_電子提供措置用

連結計算書類に係る会計監査報告

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、
並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適
切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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独立監査人の監査報告書
2023年５月22日

株式会社　有　沢　製　作　所
取　締　役　会　御中

EY新日本有限責任監査法人
新 潟 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五十嵐　朗
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 髙 橋 　 顕

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社有沢製作所の2022年４月１日か

ら2023年３月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する
計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事
象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並び
に計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上
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監　査　報　告　書
当監査役会は、2022年４月１日から2023年３月31日までの第75期事業年度の取締役の職務の執行に関

して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いた
します。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意
思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当
該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みにつ
いては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）
等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な
検討事項については、EY新日本有限責任監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年５月24日
株式会社 有沢製作所　監査役会

常勤監査役 増 村 弥 ㊞
社外監査役 田 中 耕 一 郎 ㊞
社外監査役 横 田 晃 一 ㊞

　
以　上
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株主総会会場のご案内

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

場所／新潟県上越市南本町一丁目５番５号
　　　株式会社 有沢製作所 本社会議室
電話／０２５－５２４－５１２１（代表）
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■交通のご案内
鉄道　北陸新幹線上越妙高駅よりタクシーで約５分　　お車　北陸自動車道上越ＩＣより約１６分
　　　えちごトキめき鉄道南高田駅より徒歩約１３分　　　　上信越自動車道上越高田ＩＣより約７分


